
Infomation お知らせ

広島弁護士会による無料法律相談
問 総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

日時　12月 11日㈭　午後１時～４時
場�所　市役所本庁（大柿町大原）
人数　５人（１人 30 分）
　申し込み順で、12 月１日㈪から総
務課で受け付け。

　

空き家無料巡回相談会

問 都市整備課☎0823-43-1647
　空き家所有者などを対象とした、専
門家による無料相談会を行います。事
前予約制で、相談内容に応じた専門家
が対応します。
日時　12月 22日㈪ 午前 10時～午後４時
場所　市役所本庁 (大柿町大原 )
人数　８人 (１人 30分 )
予約方法　都市整備課へ電話予約
申込期限　12月８日㈪

広告

監査委員を選任

問監査委員事務局☎0823-42-1114
　議会選出の監査委員の任期満了に伴
い、11月 11日㈫に開催された第４回
市議会臨時会で、平川博之さん（新任・
大柿町大原）が監査委員に選任されま
した。任期は、令和 11年 10月 31日
までです。

年末交通事故防止県民総
ぐるみ運動を実施します
問総務課☎ 0823-43-1111 ㈹

　12月 1日㈪から 10日㈬までの 10
日間、「令和 7年年末交通事故防止県
民総ぐるみ運動」が行われます。年末は、
交通量の増加や慌ただしさから交通事
故が増加する傾向にあります。交通ルー
ルの遵守と正しい交通マナーを習慣づ
けることにより、交通事故のない安全
で安心な明るい町にしましょう。
運動の重点
・歩行者の安全な通行の確保
・高齢者の交通事故防止
・飲酒運転を始めとする危険運転の根絶
・自転車等の安全利用の推進

新しく選任された平川博之さん

第65回音戸一周駅伝大会
片側道路交通規制のお知らせ
　問 音戸スポーツ協会事務局(音戸まちづくりセンター内)

☎0823-51-3322
　音戸一周駅伝の開催に伴い、呉市音戸町の一部が片側交通規制
となります。ご注意ください。
日時　令和８年2月１日㈰　
場所　音戸町一周
片側道路交通規制時間（目安）
　第二音戸大橋（10：35）⇒　早瀬大橋（11：15）
　早瀬大橋（10：50）⇒　音戸市民センタ―横（12：15）
※最終ランナー通過後順次解除
問合先　音戸町陸上競技協会（川平）☎090-3633-7152

広告

問 自衛隊広島地方協力本部呉地域事務所
☎ 0823-23-1226

　自衛官候補生を募集しています。詳し
くはお問い合わせください。

自衛官候補生を募集

募集種目 ①応募資格、②受付期間
③試験日程

自衛官
候補生

①18歳以上33歳未満
②年間を通じて受け付け
③受付時またはHPでお知らせ

募集

���◀自衛官募集
　サイト

ホームページ見てね！

広告

男女共同参画セミナーを開催

　問 人権推進課☎0823-43-1635
　「男女共同参画」をテーマにセミナーを開催します。
　「自分らしく生きる～こころもからだも、彩り豊かでええじゃ
ん～」と題してＬＧＢＴに関連した話をされます。男女が共に認
め合い、共に活躍する社会を、一緒に作りませんか？
日時　令和８年１月24日㈯　午後１時30分～
場所　三高会館（沖美町三吉2633-9）
講師　ここいろhiroshima　當山敦己さん

問 人権推進課☎ 0823-43-1635　

12 月 4日～ 10日は“人権週間”
　国際連合は、1948年（昭和23年）12月10日の第3回総会
において、世界における自由、正義及び平和の基礎である基
本的人権を確保するため、全ての人民と全ての国とが達成す
べき共通の基準として、世界人権宣言を採択しました。
　また、1950年（昭和25年）12月4日の第5回総会において、
世界人権宣言が採択された日である12月10日を「人権デー」
と定めました。
　それを記念して、日本では、1949年（昭和24年）から毎年、
人権デーである12月10日を最終日とする1週間（12月4日か
ら12月10日）を「人権週間」と定めました。
　しかし、いまだに、いじめや虐待、外国人や障害のある人、
ハンセン病元患者とその家族などに対する偏見や差別など、
様々な人権問題が存在しています。
　また、SNS上で他人を誹謗中傷したり、個人の名誉やプラ
イバシーを侵害したり、あるいは差別を助長するような情報
を発信したりするといったインターネット上の人権侵害も深
刻な問題となっています。
　これらの問題の解決には、私たち一人一人が様々な人権問
題を、自分以外の「誰か」のことではなく、自分のこととし
て捉え、互いの人権を尊重し合うことの大切さについて、認
識を深めることが不可欠です。
　期間中には各小学校にて人権擁護委員による人権紙芝居が
行われます。

特設人権相談所を開設
　人権擁護委員による特設人権相談所を開設します。相談は
無料で秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

開設時間　午前 10時～午後３時
日にち 場所

12月 4日㈭ 能美保健センター（能美町鹿川）
12月 4日㈭ 江田島保健センター（江田島町中央）
12月 8日㈪ 大柿市民センター（大柿町大原）
12月 8日㈪ 三高会館（沖美町三吉）
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